
栃木県緊急輸送道路ネットワーク計画の改定

（１）防災拠点の拡充

（１）緊急輸送道路は、阪神淡路大震災を契機に地震防災対策特別措置法において
「緊急輸送を確保するための道路」と定義された道路であり、ネットワーク計画は、
「地域防災計画」、「地震防災緊急事業五箇年計画」の基礎資料とされている。

（２）本県では、H8協議会により計画を策定し、以降、東日本大震災や新たな道路整備などの
社会情勢に対応するため、H23・28に改定し震災時の道路ネットワーク機能拡充を図った。

（１）近年は、令和元年東日本台風などの風水害が頻発化・激甚化
⇒ 地震以外の災害時においても緊急輸送を担う道路として通行機能を確保する

（２）平時・災害時を問わない安定的な輸送を確保する「重要物流道路」との関係
⇒ 道路啓開など災害時の機能が類似するため、供用中全てを緊急輸送道路とする

１ 概要・経過

・従来の災害対策活動拠点や災害拠点病院だけでなく、河川防災ステーションや重要な物流・
備蓄拠点を防災拠点として追加

（２）緊急輸送道路の拡充

・新規防災拠点へのアクセス道路や重要物流道路及び代替・補完路の供用中区間全てを追加

３ 改定内容

４ 緊急輸送道路に関する主な取組

５ 改定までの経過と今後の予定

（１）情報伝達 （２）道路啓開 （３）平時の管理

（５）緊急輸送道路の整備（４）無電柱化の推進

○Web会議の開催や
ドローン活用による被災確認

○車両の移動訓練や
地震想定訓練等の実施

○予防伐採の推進や
橋梁等施設の点検

○市街地の電線共同溝整備

・本計画は、８月の協議会により了承され、今後「栃木県地域防災計画」に位置付け予定

○現道拡幅・バイパス道路の整備

２ 改定趣旨
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